
●胃部エックス線検査

●胸部エックス線検査

協会けんぽ  健診リーフレット

令和7年度（2025年4月～2026年3月）

ホームページに健診対象者へお知らせいただくための
リーフレットを掲載しておりますので、ご活用ください。

・問診 ・診察等 ・身体計測 ・血圧測定
・尿検査 ・便潜血反応検査 ・血液検査
・心電図検査 ・胃部エックス線検査
・胸部エックス線検査

生活習慣病予防健診のご案内_A4_4P_二折_表 生活習慣病予防健診のご案内_A4_4P_二折_裏

令和7年度　生活習慣病予防健診対象者年齢早見表

H17.4.2 ～ H18.4.1

☎：088-602-0250

Q1 A1対象者一覧に名前が載って
いない方でも受診できますか？

35 歳以上 74 歳までの被保険者様であれば受診できます。途中加入の方も受診が可能で
す。（対象者一覧は令和 7年1月上旬の加入者情報をもとに作成しております。）
対象年齢については、上記年齢早見表をご覧ください。

Q2 A235歳未満の加入者の健診は、
どうしたらよいですか？

協会けんぽの補助を受けて生活習慣病予防健診を受診することはできません。35 歳未満
の方は事業主が実施される定期健康診断を受診することになります。なお、20 歳から38
歳の偶数年齢にあたる女性の被保険者様は、子宮頸がん検診（単独）を 受診できます。

Q3 A3胃カメラに変更することは
できますか？

一般健診の胃部レントゲン検査を、胃内視鏡検査に変更できる場合があります。
ただし、別途追加料金が発生することがございます。詳しくは、受診予定の健診機関に
ご確認ください。

Q4 A4付加健診だけ受診したいの
ですが、受診できますか？

付加健診は、 一般健診とセットで受診する健診です。
単独での受診はできません。

Q5 A5受診券を発行してほしい 受診券の発行はございません。希望する健診機関（協会けんぽの指定機関）へ電話等でご予約していた
だき、受診することができます。健診機関については同封の令和 7年度生活習慣病予防健診実施機関
一覧（A3二つ折り）、もしくは協会けんぽ徳島支部のホームページで確認していただくことができます。
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